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補助金調書

補助金名 福岡市歯科医師会保健福祉事業補助金
担当課
(連絡先)

保健福祉局健康福祉のまちづくり部
健康増進課（ＴＥＬ 711-4374 ）

その他の補助金

交付先決定方法 □　非公募
（公募の場合）

公募時期

交　付　先 □　団体 社団法人　福岡市歯科医師会 区分

（公募の場合）
応募要件

補助開始年度 昭和４８ 年度 経過年数 40 年度

補助金の目的
及び

補助対象事業

　社団法人福岡市歯科医師会が行う事業を支援し、福岡市における歯科公衆衛生の
普及向上、市民の健康づくりの推進及び地域歯科医療の充実等を図ることを目的とし
ている。
　補助対象事業は次に掲げるものとする。
　（１）歯科公衆衛生の普及向上及び市民の健康づくりの推進に関する事業
　（２）地域歯科医療の充実に関する事業
　（３）口腔衛生相談に関する事業
　（４）その他目的を達成するために必要な事業

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

　□　定率

　補助対象経費は補助事業の実施に要する経費で、人件費、広報費、謝
礼金、旅費・交通費、使用料及び借損料、消耗品費、印刷製本代、通信
費、委託費、活動助成金、負担金、食料費。
　補助金額は、補助対象経費のうち、市の予算の範囲内において市長が
定めるもの（概ね５０％）

前々々年度

1 1 1

当該年度 前年度 前々年度

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありませ
ん。また、当該年度は当初予算額を記載しております。

4,950

前年度補助事業
の主な実施概要

●歯の衛生週間行事の実施　①福岡市民の歯を守る集い➁よい歯のコンクール③マ
リンワールドでの啓発イベント●8020運動推進事業　①歯っぴ～コンテスト➁どんたく
会場での歯科健診③ふくおか市民糖尿病教室④いい歯キラメキ2012キャンペーン●
訪問歯科診療推進に関する事業●公衆衛生事業に対する広報啓発：各保健所健康展
での歯科健診●産業歯科保健の普及啓発：企業等での歯科健診●乳幼児・障がい
児・妊婦・節目歯科健診の内容向上に関する調査研究●健康日本21福岡市計画の推
進：年間を通じての出前講座●口腔衛生相談の実施：一般市民の歯科相談等

補助金交付
による効果

●1人平均むし歯数：　3歳児　Ｈ22　0.68％→Ｈ23　0.63％
　　　　　　　　　　　　 　12歳児　Ｈ22　1.38％→Ｈ23　1.28％
●80歳で20本以上の歯を有する人：Ｈ18　28.4％→Ｈ22　41.2％
●進行した歯周炎を有する人：50歳　Ｈ22　42％→Ｈ23　28.7％

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１） 13,900 4,950 4,950


